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美波町国民保護計画を策定しました 
　外国からの武力攻撃や大規模テロといった事態が発生した場合に、国民の生命・身体・財産を守り、国民生

活・国民経済に及ぼす影響を最小化することを目的とした「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置

に関する法律」（国民保護法）が平成16年9月に施行されました。同法では、武力攻撃事態等が発生した際に

おける国・都道府県・市町村等の役割分担や住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処等の国民

保護措置が定められています。また、国・都道府県・市町村は、国民保護措置を的確・迅速に実施できるよう、

それぞれが行う国民保護措置の具体的内容や実施体制、関係機関との連携などを定めた国民保護計画をあらか

じめ策定することとされており、計画の策定に当たっては、関係機関等で構成される国民保護協議会に諮問す

ることとされています。 

　これに基づき、町では「美波町国民保護協議会」を設置し、協議会での審議や町民のみなさまのご意見など

を踏まえ、県との協議を経て「美波町国民保護計画」を策定しましたので、同法の規定に基づき、策定した「美

波町国民保護計画」を公表します。 

　本計画は、第1編総論、第2編平素からの備えや予防、第3編武力攻撃事態等への対処、第4編復旧等、

第5編緊急対処事態への対処からなり、美波町役場ホームページ上で公表しています。また、役場消防防災課

及び由岐支所に置いてありますので、閲覧を希望される方は職員に申し出てください。 

　お問い合せ先　役場消防防災課（☎77－3619） 支所総務室（☎78－2211） 
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（注）発表対象地域名に地域と付いているのは、旧町名の住所表記が残っていないところです。 
また、テレビやラジオでは、地域等を省略した地域名で放送される場合があります。 

市町村名 

美 　 波 　 町 

旧市町村名 

由 　 岐 　 町 

日　和　佐　町 

発表対象地域名 

美波町由岐地域 

美波町日和佐地域 

読　み　仮　名 

みなみちょうゆきちいき 

みなみちょうひわさちいき 
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